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４ 令和２年度地域包括支援センター事業実施方針及び事業計画案に

ついて 

 

安城市地域包括支援センター事業実施方針（案） 

 

（目的） 

第１条 地域包括支援センター（以下「センター」という。）が、事業を円滑に実

施できるよう、介護保険法第１１５条の４７第１項の規定に基づき、センターの

事業実施方針について定める。 

（地域包括ケアシステムの構築の方針） 

第２条 センターは、安城市（以下「市」という。）及び安城市内全ての各センタ

ー並びに関係諸機関と連携を図り、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活する

ことができる環境構築の実現のために、医療、介護、予防、住まい、生活支援が

切れ目なく一体的に提供できる地域包括ケアシステムの推進に努める。 

 （地域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針） 

第３条 センターは、実態把握や関係機関からの情報を収集し、地域の特性を考慮

した課題を把握し、当該センターの役割を明確にし、地域ごとに必要な重点的な

業務や取組みを市とセンターが協議して行い、地域が抱える課題の解決に努める。 

 （地域社会との連携及び専門職との連携構築の方針） 

第４条 センターは、高齢者を取り巻く多種多様な課題に対応するため、介護サー

ビス事業者、医療関係者、民生委員、町内福祉委員会、社会福祉協議会等から構

成される地域ケア会議の開催や、各関係機関が開催する会議への参加等、あらゆ

る機会を通じて、これらの関係機関との連携強化を意識し、高齢者を支援するた

めのネットワーク構築に努める。 

 （介護予防に係るケアマネジメントの実施方針） 

第５条 センターは、介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援を実施する際に

は、指定介護サービス事業所の活用に加え、住民主体の通いの場や趣味の活動、

インフォーマルサービス等の活用を推進し、地域で自立した生活を送り続けるた

めのケアマネジメントの実施に努める。 

２ 介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援を委託した場合は、センターは台

帳への記録及びその進行管理を行う。 

 （介護支援専門員に対する支援・指導の実施方針） 
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第６条 センターは、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の実施に当たり、

地域における介護支援専門員のネットワークを構築、活用し、介護支援専門員に

対する日常的個別指導、相談への対応、事例検討会、交流会などにより地域の介

護支援専門員が抱える支援困難事例等への指導・助言を行い、後方支援体制の確

立に努める。 

 （地域ケア会議の運営方針） 

第７条 センターは、介護サービス事業者、医療関係者、民生委員、町内福祉委員

会、社会福祉協議会等から構成される地域ケア会議（地域ケア個別会議・地域ケ

ア地区会議）を主催し、運営する。 

２ センターは、地域ケア個別会議を実施することにより、個別ケースの支援内容

の検討による個別課題の解決を図るとともに、検討を通じて介護支援専門員が行

う自立支援に資するケアマネジメントの支援、高齢者の実態把握や課題解決のた

めの地域包括支援ネットワークの構築、地域課題の把握に努める。 

３ センターは、地域ケア地区会議を実施することにより、地域の課題を把握し、

課題解決に向けた関係機関の連絡調整・役割分担を図り、必要な地域づくり・資

源開発につなげる。 

 （市との連携、個人情報の取扱い方針） 

第８条 センターは、その運営において常に市との連携を意識し、報告・連絡・相

談を徹底し、情報の共有に努める。 

２ 市は、権利擁護業務等を委託した立場の責任者として、センターと連携してそ

の活動を支援するとともに、行政責任において適切に権限を行使して、地域住民

の保健福祉の促進を担う。 

３ センターは、予め本人から個人情報を目的の範囲内で利用する旨の了解を得る

よう努める。また、関係法令（ガイドライン）を遵守し、厳重に取り扱うことと

し、その保護に遺漏のないよう十分留意するものとする。 

４ 地域ケア会議における個人情報の取り扱いに関しては前項と同様であり、会議

の参加者全員が個人情報の取り扱いについて十分留意するよう周知を行う。 

５ 介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援を居宅介護支援事業所に委託する

場合、委託先の事業所の個人情報の取り扱いについては、委託契約において関係

法令を遵守し、厳重に取り扱うことを明記し、その保管に遺漏のないよう指導・

助言を行う。 

 （公正・中立性確保のための方針） 
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第９条 センターは、包括的支援事業のみならず指定介護予防支援事業の実施にあ

たり、常に地域社会その他関係機関からの信頼を損なうことなく、利用者の選択

の意思を尊重し特定の事業所に偏らないよう、公正・中立の立場を確保するよう

努める。介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援の委託先を選定する場合に

おいても同様である。 

２ 市は、センターの運営に関する事項について、承認や協議、評価する機関とし

ての役割を発揮し、適切、公正かつ中立的なセンターの運営を確保するために介

護保険・地域包括支援センター運営協議会（以下「協議会」という。）を設置す

る。 

３ 協議会においてセンターが公正・中立性を確保し適正な運営を行っているかを

評価するために、センターは定期的にその運営状況や事業内容について報告する。 

４ センターは、協議会において、事業を実施するに当たり助言を受けた場合は、

その内容を真摯に受け止め、適正に事業を実施する。 

（重点的に取り組むべき事項） 

第１０条 重点的に取り組むべき事項は、次の各号に定めるところによるものとす

る。 

（１）地域包括ケアシステムの推進 

   高齢者を取り巻く課題を明確にし、必要な支援、サービスにつなげることが

重要である。高齢者の課題を把握するために実態把握を行い、関係者と連絡を

とって情報の集約に努める。また、支援が必要な高齢者については、個人情報

の保護に留意しながら、必要に応じて、医師、ケアマネジャーなど介護サービ

ス事業者、町内福祉委員会、民生委員等の関係機関、障害福祉関係機関等を招

集して地域ケア個別会議を開催し、高齢者の地域での在宅生活を支援する。 

（２）虐待、処遇困難ケースなどの支援 

虐待・処遇困難ケースについては、市と共同で相談・通報から問題解決に向

けて継続的に支援し、必要に応じて保健・医療・福祉関係者など虐待対応協力

機関と連携し、地域ケア個別会議等を開催する。 

（３）介護予防と社会参加の促進 

   窓口での相談、ケアプランの作成、実施状況の把握・評価等を的確に行える

よう、センター職員の資質向上に取り組むとともに、対応の中で明らかとなる

課題について地域ケア会議等に提示し、課題の解決方法について検討する。 

   また、市の主催する自立支援サポート会議に主体的かつ積極的に参加し、自
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立型ケアマネジメント力の向上に努め、そこで学んだ事を実践できるよう、関

係機関と連携を深める。 

（４）医療と介護の連携促進 

   在宅での医療依存度の高い高齢者や認知症高齢者支援など、関係する医療機

関との情報共有、学習会など顔のみえる機会づくり、相談できる関係作りに取

り組む。 

（５）認知症高齢者への対応支援 

   増加する認知症高齢者の支援と予防啓発のために、相談体制の充実や医療機

関の情報提供、高齢者や地域住民に向けた認知症の理解のための勉強会の開催

など、関係機関と連携し機能を充実する。 


